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１. 業務の適正を確保するための体制

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を

確保するための体制（内部統制システム）についての決定内容の概要は以下のとおりです。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・当社グループの企業倫理確立のため「コンプライアンス・マニュアル」を制定し、これを企業活動

及び取締役・使用人がとるべきコンプライアンス実践の基準・規範とする。

・組織関係規程及び関連法規に則った業務関係規程を制定し、これに従い業務を実行する。

・内部監査室を設置し、「内部通報規程」を制定し、コンプライアンス体制及びコンプライアンスに

関する課題・問題の有無の把握、改善を行う。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・法令並びに「取締役会規程」、「情報管理規程」、「文書管理細則」等の社内規程に基づき文書を

記録、保存するとともに、必要に応じ閲覧可能な状態を維持する。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・社内規程において明確化された業務分掌、職務及び権限に基づいて業務運営を行う体制とし、取締

役・使用人それぞれが自己の職務及び権限に応じ、責任を持ってリスク管理を行うとの認識の下で

業務を行うことを基本とする。

・「リスクマネジメント規程」を制定し、リスク管理に関して未然防止の観点からリスク事象の認識

と適切な対応策の整備、運用を行う。

・万一、当社グループの業務継続が困難となる危機発生時に備え、「危機対応細則」を制定し関係者

に対する影響を最小化し、一刻も早い業務の再開に努める。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・当社グループ各社が社内規程において明確化された業務分掌、職務及び権限に基づいて業務運営を

行う体制とし、分業体制による業務の専門化、高度化及び牽制を図る。

・中期経営計画及び年度予算を編成し、月次単位でその適切な進捗管理等を実施することを通じて職

務執行の効率化も図る。

⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・当社及び子会社のそれぞれが自律的に業務の適正を確保するための体制を整備することを基本とす

る。その上で「関係会社管理規程」を制定し適切な子会社管理及び支援等を行うことにより、当社

及び子会社から成る企業集団における業務の適正の確保を図る。

・経営会議を開催し、各子会社の経営状況を把握することにより、当社及び子会社から成る企業集団

における業務の適正の確保を図る。

・各子会社に当社から内部監査室に所属する使用人を派遣し内部監査を行う。

⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

・内部監査室に所属する使用人が監査等委員会の補助にあたる。

⑦ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の他の取締役（監査等委員である取締役を除

く。）からの独立性に関する事項

・当該取締役及び使用人の人事評価・異動・懲戒については、あらかじめ監査等委員会（監査等委員

会が特定の監査等委員を指名した場合には当該監査等委員）の同意を得た上で決定することとし、

他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性を確保する。

⑧ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対する、指示の実効性の確保に関する事項

・監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人が他部署の職務を兼務する場合は、監査等委員

会に係る業務を優先する。

⑨ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、そ

の他の監査等委員会への報告に関する体制

・監査等委員は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するために、取締役会のほか重要

な会議に出席し意見を述べるとともに重要な決裁書類を閲覧し、取締役（監査等委員である取締役

を除く。）等からの業務報告聴取を行う。
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⑩ 当社グループの役職員又はこれらの者から報告を受けた者が、当社の監査等委員会に報告をするた

めの体制

・当社グループの役職員は、当社監査等委員会から業務執行に関する事項について報告を求められた

場合には、速やかに適切な方法により報告を行う。

・当社グループの役職員は、法令等の違反行為等、当社又は当社グループに著しい損害を及ぼす恐れ

のある事実については、これを発見次第、直ちに当社の監査等委員会に対して適切な方法により報

告を行う。

・当社の内部監査室は、定期的に当社監査等委員に対する報告会を実施し、当社グループにおける内

部監査、コンプライアンス、リスク管理等の状況を報告する。

・当社グループの内部通報制度の担当部署は、当社グループの役職員からの内部通報の状況につい

て、定期的に当社監査等委員会に対して報告する。

⑪ 監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを

確保するための体制

・当社は、監査等委員会へ報告を行った取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が当

該報告をしたことを理由として、不利な取扱いを受けることを禁止するとともに、「内部通報規

程」に準じて当該報告者を保護する。

・当社グループの役職員が当社監査等委員会に対し直接通報を希望する場合は、速やかに監査等委員

会に通知することができる。

⑫ 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行につい

て生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

・当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、

担当部署において審議の上、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、

速やかに当該費用又は債務を処理する。

・当社は、監査等委員の職務の執行について生ずる費用等を負担するため、毎年、一定の予算を計上

する。

⑬ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・監査等委員は、内部監査室と定期的に情報交換を行い、必要に応じて内部監査部門に調査を求め

る。監査等委員は会計監査人から監査計画及び実施結果の説明を受けるとともに、会計監査人と情

報交換を行い、相互の連携を図る。また顧問弁護士とも必要に応じて情報交換を行い法令遵守に関

する連携を図る。
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２. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　当事業年度の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は次のとおりであります。

①　取締役会は、法令等に定められた事項や経営方針・予算の策定等経営に関する重要事実を決定し、

月次の経営業績の分析・対策・評価を検討するとともに法令・定款等への適合性及び業務の適正性の

観点から審議いたしました。

②　監査等委員会は、監査方針、監査計画を協議決定し、重要な社内会議への出席、業務及び財産の状

況の監査、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務執行の監査、法令・定款等への遵守に

ついて監査いたしました。

③　財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に鑑み、策定した実施計画に基づき内部統制評価を実施い

たしました。また、決算開示資料については、取締役会に付議したのち開示を行うことにより適正性

を確保いたしました。

④　情報セキュリティ対策として、個人情報を含めた会社の機密情報の漏えい防止を目的とした社員教

育を実施したほか、データ管理方法の更なる厳格化を図りました。

⑤　リスク管理規程に基づき、大規模自然災害発生時における連絡体制及び初動体制を整備し、模擬訓

練を実施いたしました。

⑥　取締役（監査等委員である取締役を除く。）、監査等委員及び管理職を対象に、反社会的勢力排除

についての研修会を実施いたしました。
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〔連結注記表〕

１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の名称等

連結子会社の数 ２社

連結子会社の名称 那賀設備（大連）有限公司

　　　　　　　　　　　　　　NAGAOKA VIETNAM CO.,LTD.

前連結会計年度において非連結子会社であったNAGAOKA VIETNAM CO.,LTD.は、重要性が増したことにより当

連結会計年度より連結の範囲に含めております。

(2) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社である那賀設備（大連）有限公司及びNAGAOKA VIETNAM CO.,LTD.の決算日は12月31日です。

　連結計算書類の作成にあたり、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用しています。

(3) 会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ. 関係会社出資金 移動平均法による原価法

ロ. デリバティブ 時価法

ハ. 棚卸資産

商品及び製品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）

仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）

原材料及び貯蔵品 主として月次総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法により算定）

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産（リース資産を除く）

当社は定率法（ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び

構築物については定額法）を、連結子会社は定額法を採用しています。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物及び構築物　　　　７年～20年

機械装置及び運搬具　　２年～12年

工具器具及び備品　　　２年～20年

ロ. 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しています。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間

（５年）に基づいています。

ハ. リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用していま

す。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用していま

す。

ニ. 長期前払費用 均等償却を採用しています。

③ 重要な引当金の計上基準

イ. 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しています。

ロ. 賞与引当金 従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度の負担

額を計上しています。

ハ. 工事損失引当金 受注工事の損失に備えるため、当連結会計年度末における手持受注工事の

うち、損失の発生が見込まれ、かつ、金額を合理的に見積ることができる

工事について、損失見込額を計上しています。
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④ 収益及び費用の計上基準

当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び

当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

イ. 商品又は製品の販売

　商品又は製品の販売については、顧客に商品又は製品を引渡した時点やインコタームズ等に定められた

貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転する時点において、顧客が当該商品又は製品に対する支配を獲

得することから履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。なお、国内取引に

おいて、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合に

は、出荷時に収益を認識しております。

　また、収益は顧客との契約において約束された対価から値引き等を控除した金額で測定しております。

　取引の対価は履行義務を充足してから１年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりませ

ん。

ロ. 工事契約

　工事契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断していることから、履行義務の

充足に係る進捗度に応じて一定の期間にわたり収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗率

は、工事原価総額に占める連結決算日までに発生した工事原価によって計算しております。

　また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、発生する費用を回収すること

が見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。ただし、契約における取引開始日から

完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合には、代替的な取扱いを適用し、

一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。

　なお、取引の対価は、契約条件に従い、おおむね履行義務の進捗に応じて段階的に受領しており、重要

な金融要素は含まれておりません。

⑤ 重要なヘッジ会計の方法

イ. ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっています。なお、振当処理の要件を満たしている為

替予約については振当処理によっています。

ロ. ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引

ハ. ヘッジ方針 当社のリスク管理方針に基づき、主に為替変動リスクをヘッジしていま

す。

ニ. ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の

相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の比率

によって有効性を評価しています。

⑥ その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

イ. 退職給付に係る負債の計上基準

　当社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職

給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。

ロ. 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し

ています。なお、在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及

び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計

上しています。

２. 会計方針の変更に関する注記

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　　　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該

財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、工事

契約に関して、従来は、工事の進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を適

用し、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、一定の期間にわたって履行義務が充足

される場合には、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗率

は、工事原価総額に占める連結決算日までに発生した工事原価によって計算しております。また、履行義務の

充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原
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有形固定資産の減価償却累計額 1,486,401千円

価回収基準にて収益を認識しております。

　　　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年

度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会

計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべ

ての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項

また書き(1)に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべて

の契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当連結会計年度の期首の

利益剰余金に加減しております。

　　　また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」

は、当連結会計年度より「受取手形」、「売掛金」及び「契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示し

ていた「前受金」は、当連結会計年度より「契約負債」に含めて表示しております。

　　　この結果、当連結会計年度の売上高は9,597千円減少し、売上原価は5,199千円減少し、営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ4,398千円減少し、法人税、住民税及び事業税は1,099千円減少してお

ります。また、利益剰余金の当期首残高は3,298千円増加しております。

　　　１株当たり情報に与える影響は軽微であります。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　　　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」

（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等

が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、連結計算書類に与える影響

はありません。

　　　また、「８．金融商品に関する注記」において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注

記を行うことといたしました。

３. 表示方法の変更に関する注記

　　　前連結会計年度において「流動資産」の「受取手形及び売掛金」に含めて表示しておりました「電子記録債

権」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。

４. 会計上の見積りに関する注記

　工事契約に係る収益認識

(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

一定の期間にわたり充足される履行義務に係る収益　4,945,452千円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　当社及び連結子会社は、当連結会計年度末までの進捗部分について、一定の期間にわたって履行義務が充

足される場合には、一定の期間にわたり収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗率は、工事原

価総額に占める連結決算日までに発生した工事原価によって計算しております。

　工事原価総額は、外注先から入手した工事費等の見積金額や、過去実績を加味した原材料の購入価格水準

等を勘案し、契約ごとの実行予算として作成しております。当該実行予算は、工事の着手後に判明する事実

による作業工数の増加、現場の状況の変化によって作業内容などが変更される可能性があります。追加的な

作業や工事内容の変更等の想定していなかった原価の発生等により工事原価総額が変動した場合は、翌連結

会計年度の進捗率の計算と収益に影響を及ぼす可能性があります。

５. 連結貸借対照表に関する注記

６. 連結損益計算書に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益

　売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧

客との契約から生じる収益の金額は、連結注記表「９．収益認識に関する注記(1) 顧客との契約から生じる

収益を分解した情報」に記載しております。
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普通株式 7,078,400株

決 議 株式の種類
配 当 金 の
総 額

１株当たり
配 当 額

基 準 日 効 力 発 生 日

2021年９月28日
定 時 株 主 総 会

普通株式 105,738千円 15円 2021年６月30日 2021年９月29日

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資
配 当 金 の
総 額

１株当たり
配 当 額

基 準 日 効 力 発 生 日

2022年９月28日
定 時 株 主 総 会

普通株式 利益剰余金 140,984千円 20円 2022年６月30日 2022年９月29日

(2) 違約金負担損失引当金戻入額

　当社の連結子会社である那賀設備（大連）有限公司において、合理的な見積りが可能な範囲で損失見込額

を違約金負担損失引当金として計上しておりましたが、土地行政処罰期限及び民事訴訟時効に至ったことに

より、戻入額を計上しております。

７. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

(2) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
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８. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については安全性の高い預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入

又はリースによる方針です。デリバティブは、外貨建債権債務の為替変動リスク及び借入金の金利変動リス

クを回避するために利用し、投機的な取引は行いません。

② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

　営業債権である受取手形、売掛金、契約資産及び電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております

が、当該リスクについては、当社グループの与信管理規程に従い、主要な取引先の状況を定期的にモニタリ

ングし、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把

握や軽減を図っています。また、受取手形、売掛金及び契約資産のうち外貨建てのものについては、為替の

変動リスクに晒されていますが、必要に応じて為替予約を利用してヘッジしています。

　営業債務である支払手形及び買掛金は、全て３カ月以内の支払期日です。一部外貨建てのものについて

は、為替の変動リスクに晒されていますが、必要に応じて為替予約を利用してヘッジしています。

　短期借入金は主に運転資金に係る資金調達であり、長期借入金及びリース債務は主に設備投資に係る資金

調達です。

　これらの債務及び借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社では、月次で資金繰計画を作成する

方法により管理しています。

　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従って行っており、また、デリ

バティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っていま

す。

③ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が

含まれています。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用する

ことにより、当該価額が変動することもあります。また、「(2) 金融商品の時価等に関する事項」における

デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示す

ものではありません。
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連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

(1) 長期借入金（※２） 307,600 307,600 －

(2) リース債務（※２） 13,761 13,761 △0

負債計 321,361 321,361 △0

デリバティブ取引（※３） △906 △906 －

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

デリバティブ取引 － △906 － △906

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 307,600 － 307,600

リース債務 － 13,761 － 13,761

負債計 － 321,361 － 321,361

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　2022年６月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。
（単位：千円）

（※１）「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似

することから、記載を省略しており、「受取手形」、「売掛金」、「契約資産」、「電子記録債権」、「支

払手形及び買掛金」、「短期借入金」、「未払金」、「未払費用」は短期間で決済されるため時価が帳簿価

額に近似することから、記載を省略しております。

（※２）１年以内に返済予定のものを含んでいます。

（※３）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる場合は

（△）で表示する方法によっています。

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３つのレベルに

分類しております。

　レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価

の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

　レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定

に係るインプットを用いて算定した時価

　レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ

属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が も低いレベルに時価を分類しております。

① 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

② 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に関するインプットの説明

　　　　　　負債

　　　　　　　(1) 長期借入金

　　　　　　　　長期借入金の時価は、返済予定時期ごとの返済予定額（元利合計）を、期末において同様の新規借

入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっており、レベル２の時価に算定し

ております。

　　　　　　　(2) リース債務

　　　　　　　　リース債務の時価は、返済予定時期ごとの返済予定額（元利合計）を、期末において同様のリース

契約を新規に締結した場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっており、レベル２の時

価に算定しております。
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報告セグメント

合計
エネルギー関連 水関連 計

一時点で移転される財 505,314 877,349 1,382,664 1,382,664

一定の期間にわたり移
転される財

4,401,538 543,914 4,945,452 4,945,452

顧客との契約から生じ
る収益 4,906,853 1,421,264 6,328,117 6,328,117

その他の収益 － － － －

外部顧客への売上高 4,906,853 1,421,264 6,328,117 6,328,117

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権(期首残高)

　受取手形 108,698

　売掛金 1,061,281

　電子記録債権 28,397

1,198,378

顧客との契約から生じた債権(期末残高)

　受取手形 67,886

　売掛金 1,175,218

　電子記録債権 295,966

1,539,070

契約資産(期首残高) 802,856

契約資産(期末残高) 1,200,957

契約負債(期首残高) 224,492

契約負債(期末残高) 99,102

　　　　　　デリバティブ取引

　　　　　　　デリバティブ取引の時価については取引先金融機関から提示された価格によっており、レベル２の時

価に算定しております。

９. 収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「１．連結計算書類の作成のための基

本となる重要な事項に関する注記等(3)会計方針に関する事項④収益及び費用の計上基準」に記載のとおり

であります。

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

① 契約資産及び契約負債の残高等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

　契約資産は、期末日時点で完了しておりますが未請求の対価に対する当社及び連結子会社の権利に関する

ものです。契約資産は、対価に対する当社及び連結子会社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から

生じた債権に振り替えられます。取引の対価は、主として、履行義務の充足の進捗に応じて、又は顧客との
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１株当たり純資産額 705円07銭

１株当たり当期純利益 112円78銭

契約に基づき段階的に受領しております。契約負債は、主に顧客から受け取った前受金に関するものであり

ます。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現

在の契約負債残高に含まれていた額は、224,492千円であります。

　また、当連結会計年度において、契約資産は、主として収益認識により増加し、営業債権への振替により

減少しております。契約負債は、主として前受金の受取りにより増加し、収益認識により減少しておりま

す。

　過去の期間に充足（又は部分的に充足）した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益の額に重要性

はありません。

② 残存履行義務に配分した取引価格

　当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当

初に予想される契約期間が１年以内の契約について注記の対象に含めておりません。

１０. １株当たり情報に関する注記

１１. 重要な後発事象に関する注記

　　取得による企業結合

　　　当社は、2022年６月22日開催の取締役会において、矢澤フェロマイト株式会社の株式を取得し、子会社化す

ることについて決議し、2022年７月１日に株式を取得しております。

(1) 企業結合の概要

① 被取得企業の名称及びその事業の内容

　　被取得企業の名称：矢澤フェロマイト株式会社

　　事業の内容　　　：水処理プラント工事、製缶品製造、各種メンテナンス事業

② 企業結合を行った主な理由

　　　当社の水関連事業は、上水道向けの取水設備や浄水場向けに、井戸や集水埋渠などの取水設備に使用さ

れる「取水用スクリーン」、超高速無薬注生物処理装置「ケミレス」および省エネルギー型充填塔式気散

処理装置「エアシス」の導入実績を有しております。

　　　当社は、矢澤フェロマイト株式会社が持つ水処理技術や設備工事のノウハウと当社の水関連事業との連

携、顧客基盤の共有による事業拡大など、将来の成長戦略を共に描いてゆけるパートナーとして期待して

おり、矢澤フェロマイト株式会社においても、事業拡大に伴う人材の確保や技術人材の交流など、事業基

盤の強化が見込まれます。

　　　今回の株式取得により、当社が中期経営計画で掲げている「水関連事業を伸ばし、持続可能な成長を目

指す」というビジョンを加速させ、当社グループとしてシナジーを更に向上させることで、より強固な事

業基盤の構築と拡大を目指すとともに、企業価値向上に向け邁進してゆく所存です。

③ 企業結合日

　　2022年７月１日

④ 企業結合の法的形式

　　株式取得

⑤ 結合後企業の名称

　　変更はありません。

⑥ 取得した議決権比率

　　100％

⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠

　　当社が現金を対価として株式を取得したことによるものです。

(2) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

　　取得価額につきましては、相手先の意向により非開示とさせていただきます。なお、外部機関が実施した

財務・法務デューデリジェンスの結果を勘案し、合理的な価額を決定しております。
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(3) 主要な取得関連費用の内容及び金額

　アドバイザリーに対する報酬・手数料等　30,900千円

(4) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

　現時点では確定しておりません。

(5) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

　現時点では確定しておりません。

－ 12 －



〔個別注記表〕

１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 関係会社出資金 移動平均法による原価法

② デリバティブ 時価法

③ 棚卸資産

商品及び製品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）

仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）

原材料及び貯蔵品 主として月次総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物

については定額法）を採用しています。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物　　　　　　　　　７年～18年

機械装置　　　　　　　２年～12年

車両運搬具　　　　　　２年

工具器具及び備品　　　２年～20年

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しています。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間

（５年）に基づいています。

③ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用していま

す。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用していま

す。

④ 長期前払費用 均等償却を採用しています。

(3) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しています。

(4) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しています。

② 工事損失引当金 受注工事の損失に備えるため、当事業年度末における手持受注工事のう

ち、損失の発生が見込まれ、かつ、金額を合理的に見積ることができる工

事について、損失見込額を計上しています。

③ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見

込額に基づき計上しています。退職給付引当金及び退職給付費用の計算

に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用

いた簡便法を適用しています。
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(5) 収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充

足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

①　商品又は製品の販売

　商品又は製品の販売については、顧客に商品又は製品を引渡した時点やインコタームズ等に定められた

貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転する時点において、顧客が当該商品又は製品に対する支配を獲

得することから履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。なお、国内取引に

おいて、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合に

は、出荷時に収益を認識しております。

　また、収益は顧客との契約において約束された対価から値引き等を控除した金額で測定しております。

　取引の対価は履行義務を充足してから１年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりませ

ん。

②　工事契約

　工事契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断していることから、履行義務の

充足に係る進捗度に応じて一定の期間にわたり収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗率

は、工事原価総額に占める決算日までに発生した工事原価によって計算しております。

　また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、発生する費用を回収すること

が見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。ただし、契約における取引開始日から

完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合には、代替的な取扱いを適用し、

一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。

　なお、取引の対価は、契約条件に従い、おおむね履行義務の進捗に応じて段階的に受領しており、重要

な金融要素は含まれておりません。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっています。なお、振当処理の要件を満たしている為

替予約については振当処理によっています。

② ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段……為替予約

ヘッジ対象……外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引

③ ヘッジ方針 当社のリスク管理方針に基づき、主に為替変動リスクをヘッジしていま

す。

④ ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の

相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の比率

によって有効性を評価しています。

２. 会計方針の変更に関する注記

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　　　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又

はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、工事契約

に関して、従来は、工事の進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を適用

し、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、一定の期間にわたって履行義務が充足さ

れる場合には、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗率

は、工事原価総額に占める決算日までに発生した工事原価によって計算しております。また、履行義務の充足

に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回

収基準にて収益を認識しております。

　　　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首

の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基

準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益

の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き

(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を

反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減

しております。
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(1) 有形固定資産の減価償却累計額 461,242千円

那賀設備（大連）有限公司 929,305千円

① 短期金銭債権 511,226千円

② 短期金銭債務 58,725千円

売上高 776,131千円

仕入高 867,990千円

販売費及び一般管理費 20,793千円

営業取引以外の取引高 375,962千円

　　　また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形」及び「売掛金」は、当

事業年度より「受取手形」、「売掛金」及び「契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「前

受金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示しております。

　　　この結果、当事業年度の損益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影響もありま

せん。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　　　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業

会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定め

る新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、計算書類に与える影響はありませ

ん。

３. 会計上の見積りに関する注記

工事契約に係る収益認識

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

一定の期間にわたり充足される履行義務に係る収益　1,655,499千円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結注記表に記載した内容と同一であります。

４. 貸借対照表に関する注記

(2) 保証債務

銀行借入に対応する保証債務

上記は外貨建保証債務であり、当事業年度末の為替相場により円換算しています。

(3) 関係会社に対する金銭債権及び債務は次のとおりです（区分表示したものを除く）。

５. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高
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普通株式 29,199株

繰延税金資産

未払事業税 6,937千円

未払費用 28,101千円

貸倒引当金 1,870千円

退職給付引当金 23,919千円

棚卸資産評価損 25,228千円

関係会社出資金評価損 81,449千円

減損損失 5,146千円

株式報酬費用 40,987千円

税務上の繰越欠損金 68,236千円

繰越外国税額控除 18,578千円

その他 16,576千円

繰延税金資産小計 317,031千円

評価性引当額 △265,593千円

繰延税金資産合計 51,437千円

繰延税金負債

その他 △370千円

繰延税金負債合計 △370千円

繰延税金資産の純額 51,066千円

６. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

７. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

８. リースにより使用する固定資産に関する注記

　貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務機器等の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契

約により使用しています。
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種 類 会社等の名称
議決権等の
所有（被所
有 ） 割 合

関連当事者
と の 関 係

取 引 内 容
取 引 金 額
（注）２

科 目
期 末 残 高
（注）２

親 会 社
株 式 会 社
ハ マ ダ

被所有
間接

59.2％

製造の外注
委託

製造の外注
料等の支払
（注）１

192,672 買 掛 金 17,303

役員の兼任 － － － －

種 類 会社等の名称
議決権等の
所有（被所
有 ） 割 合

関連当事者
と の 関 係

取 引 内 容
取 引 金 額
（注）２

科 目
期 末 残 高
（注）２

子 会 社
那 賀 設 備
（大連）有限公司

所有
直接

100.0％

製造の外注
委託

製造の外注
料等の支払

※１
646,365 買 掛 金 41,422

役務の提供
等

役務の提供
等

※１

531,144 売 掛 金 508,619

ロイヤリテ
ィ等

ロイヤリテ
ィ等

※２
241,837

関 係 会 社
未 収 入 金

237,899

債務の保証
債 務 保 証

※３
929,305 － －

配当金の受
取

配当金の受
取

※４

325,526
関 係 会 社
未 収 入 金

－

役員の兼任 － － － －

子 会 社
N A G A O K A 
V I E T N A M 
C O . , L T D .

所有
直接

100.0％

資金の援助
資金の貸付

※５
－ 長期貸付金 200,000

出資金の払
込先

出資の引受
※６

123,030
関 係 会 社
出 資 金

233,900

役員の兼任 － － － －

９. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 親会社及び法人主要株主等

（単位：千円）

（注）１. 取引条件及び取引条件の決定方針等

製造の外注料等については、市場状況及び原価見積り等を勘案し、当社と資本関係を有しない他の取引先

と同様に取引条件を決定し、職務権限規程に基づく決裁者による承認により決定しています。

２. 取引金額には消費税等を含めておらず、期末残高には消費税等を含めています。

(2) 子会社および関連会社等
（単位：千円）

（注）１. 取引条件及び取引条件の決定方針等

※１. 製造の外注料等、役務の提供等については、市場状況及び原価見積り等を勘案し、当社と資本関係を

有しない他の取引先と同様に取引条件を決定し、職務権限規程に基づく決裁者による承認により決定

しています。

※２. ロイヤリティ等については、契約に基づき、双方協議のうえ合理的に決定しています。

※３. 債務保証については、関係会社の金融機関からの借入金に対して保証したものであり、年率0.1％の

保証料を受領しています。なお、取引金額は期末時点の債務保証残高を記載しています。

※４. 子会社からの受取配当額については、剰余金の分配可能額を基礎として合理的に決定しています。

※５. 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しています。

※６. 出資の引受については、追加出資を行ったものです。

２. 取引金額には消費税等を含めておらず、期末残高には消費税等を含めています。
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１株当たり純資産額 532円88銭

１株当たり当期純利益 97円86銭

１０. 収益認識に関する注記

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表「９．収益認識に関する注記」

に記載されている内容と同一のため、記載を省略しております。

１１. １株当たり情報に関する注記

１２. 重要な後発事象に関する注記

　連結注記表「１１．重要な後発事象に関する注記」に記載されている内容と同一のため、記載を省略しており

ます。
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